
 

 

ESCO事業契約書 

収入印紙 

 

貼付 

 

 

 

  
 

事業名称 学校園一括ESCO事業 

 

履行場所 別表のとおり 

履行期間 

議会の議決を経た日の翌日（堺市の休日に関する条例（平成２年条例第２

０号）第２条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）に当たると

きは、その日の直後の休日でない日）から令和１３年３月３１日まで 

ESCOサービス料 

（改修工事等） 

            円 

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額           円） 

ESCOサービス料  

（省エネルギーサービス）  

            円 

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額           円） 

ESCOサービス料 

（総支払限度額） 

            円 

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額           円） 

契約保証金  

 
 

  上記の事業について、発注者と受注者は、おのおの対等な立場における合意に基づいて次

の条項により契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。  

  この契約の成立を証するため、本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自１通を保

有する。  

 

仮契約日  令和９年    月    日  

本契約日  議 会 の 議 決 日  

 

    発  注  者   住  所  堺市堺区南瓦町３番１号  

           名  称  堺市  

           代表者  堺市長  永藤  英機  

 

    受  注  者   住  所   

           名  称   

           代表者    

（案） 



 

（総  則）  

第１条  発注者及び受注者は、契約書記載の事業（以下「事業」という。）に関し、こ

の契約書（頭書を含む。以下同じ。）、包括的エネルギー管理計画書（以下「管理計

画書」という。第２条第１７号に定める。）その他関係書類（以下これらを「契約書

類」という。）に基づき、日本国の法令を遵守し、信義に従い誠実にこれを履行しな

ければならない。  

２  受注者は、事業を契約書記載の履行期間（以下単に「履行期間」という。）内に履

行するものとし、発注者は、ESCO サービス料を支払うものとする。  

３  この契約書及び管理計画書における期間の定めについては、契約書類に特別の定め

がある場合を除き、民法（明治２９年法律第８９号）及び商法（明治３２年法律第４

８号）の定めるところによるものとする。  

４  この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。  

５  この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。  

６  この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、管理計画書に

特別の定めがある場合を除き、計量法（平成４年法律第５１号）に定めるところによ

るものとする。  

７  この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。  

（定  義）  

第２条  この契約において使用する次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。  

(1) 改修工事等  

省エネルギーサービスを提供するために必要とする、受注者が行う改修工事の設

計、施工及びシステム開発等をいう。  

(2) 省エネルギーサービス  

受注者が発注者に対して行う、ESCO 設備等の運転管理、維持管理、省エネルギー

効果の計測・検証及び光熱水費削減額の保証をいう。  

(3) ESCO サービス  

省エネルギーサービス及び改修工事等をいう。  

(4) ESCO 設備  

改修工事等により受注者が設置した設備機器をいう。  

(5) 関連設備  

省エネルギーサービスの対象とする電気、ガス、水道、下水道の使用量の変動に関

連する履行場所に設置されているESCO設備以外の設備をいう。  

(6) ベースライン  

ESCOサービスによる削減効果を算出する際の基準となる、管理計画書に定める電

気、ガス、水道、下水道各々の１年間の使用量をいう。  

(7) ベースライン金額  

電気、ガス、水道、下水道各々のベースラインに基づき、管理計画書に定める計算

方法で算出される金額をいう。  

(8) ESCOサービス料  

履行期間中に、受注者が履行した事業の対価として、発注者が受注者に支払う金



 

額をいう。  

(9) ESCOサービス料（改修工事等）  

改修工事等の期間中に、改修工事等の対価として、発注者が受注者に支払う ESCO

サービス料の総額の限度額をいう。  

(10) ESCOサービス料（省エネルギ―サービス）  

省エネルギーサービス期間中に、省エネルギーサービスの対価として、発注者が

受注者に支払う ESCOサービス料の年度別の限度額をいう。  

(11) ESCOサービス料（総支払限度額）  

履行期間内に、発注者が受注者に支払う ESCOサービス料の総額の限度額をいう。 

(12) 削減予定額  

管理計画書に定める、ESCOサービスに基づき受注者が予定する１年分の光熱水費

の削減額をいう。  

(13) 削減保証額  

管理計画書に定める、ESCOサービスに基づき受注者が発注者に対して保証する１

年分の光熱水費の削減額をいう。  

(14) 運転管理指針  

ESCO設備及び関連設備の運転方法を示したものをいう。  

(15) 維持管理指針  

ESCO設備の維持管理方法を示したものをいう。  

(16) 管理計画書（包括的エネルギー管理計画書）  

ESCOサービスに関する全ての計画を示す書類をいい、主な構成は次のとおりとす

る。  

・省エネルギー効果の計算方法  

・光熱水費の削減予定額、光熱水費の削減予定額の計算方法  

・光熱水費の削減保証額、光熱水費の削減保証額の計算方法  

・ベースラインの計算方法、ベースラインの変更方法  

・ベースライン金額の計算方法  

・実削減額の計算方法、実削減額の補正方法  

・運転管理指針  

・維持管理指針  

・計測・検証計画  

・緊急時の対応方法  

(17) 予想されるリスクと責任分担  

発注者が本事業の提案募集要項及び質疑回答書（以下「募集要項等」という。）と

して公開した資料のひとつであって、本事業における発注者と受注者の責任分担を

記載したものをいう。  

（管轄の合意）  

第３条  この契約に関する争訟の提起、申立て等は、発注者の所在地を管轄する裁判所



 

に行うものとする。  

（法令上の責任等）  

第４条  受注者は、建設業法（昭和２４年法律第１００号）、労働基準法（昭和２２年

法律第４９号）、労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）、職業安定法（昭

和２２年法律第１４１号）、最低賃金法（昭和３４年法律第１３７号）、健康保険法

（大正１１年法律第７０号）、厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）、雇用

保険法（昭和４９年法律第１１６号）、労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）、

環境基本法（平成５年法律第９１号）、大気汚染防止法（昭和４３年法律第９７号）

その他関係法令の規定を守り、善良な管理者の注意をもって事業を履行しなければな

らない。  

（権利義務の譲渡等）  

第５条  発注者及び受注者は、この契約により生じる権利又は義務（以下「債権」とい

う。）を第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保の目的に供してはならない。

ただし、あらかじめ、相手方の承諾を得た場合は、この限りでない。  

２  受注者が、発注者の ESCOサービス料の支払い等によってもなおこの事業の履行に

必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除

き、受注者のこの契約から生じる債権の譲渡について、前項ただし書の承諾をしなけ

ればならない。  

３  受注者は、前項の規定により、第１項ただし書の承諾を受けた場合は、この契約か

ら生じる債権の譲渡により得た資金を事業の履行以外に使用してはならず、またその

使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。  

４  発注者及び受注者は、事業を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、

又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、相手方の承

諾を得た場合及び第三者から公文書の公開を請求された場合は、この限りでない。  

（監督員）  

第６条  発注者は、この契約の履行に関し、発注者の指定する職員（以下「監督員」と

いう。）を定め、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したと

きも、同様とする。  

２  監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権

限とされる事項（第２３条第２項の規定による検査及び第６項の規定による再検査の

規定による検査を除く。）のうち、発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほ

か、管理計画書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。  

(1) 発注者の意図する事業を完了させるための受注者又は受注者の事業責任者及び工

事責任者に対する事業に関する指示  

(2) この契約書及び管理計画書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対

する承諾又は回答  

(3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の事業責任者及び工事責任者との協議  

(4) 事業の進捗の確認、管理計画書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行



 

状況の調査  

３  この契約書に定める書面の提出は、管理計画書に定めるものを除き、監督員を経由

して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到

達したものとみなす。  

（事業責任者）  

第７条  受注者は、事業の管理・運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する事業

責任者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。事業

責任者を変更したときも、同様とする。  

２  事業責任者は、この契約の履行に関し、事業の管理及び統轄を行うほか、ベースラ

インの変更、第２４条第１項に規定する実削減額の補正、ESCOサービス料の変更、履

行期間の変更、ESCOサービス料の請求及び受領、次条第１項の請求の受理、同条第２

項の決定及び通知、同条第３項の請求、同条第４項の通知の受理並びにこの契約の解

除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。 

３  受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを事業責任者に

委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発

注者に通知しなければならない。  

（事業責任者等に対する措置請求）  

第８条  発注者は、事業責任者及び第１７条第２項に定める工事責任者又は受注者の使

用人若しくは第１１条第１項の規定により受注者から事業を委託され、若しくは請け

負った者がその事業の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、

その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 

２  受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決

定し、請求を受けた日から２０日以内にその結果を発注者に通知しなければならない。 

３  受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注

者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求する

ことができる。  

４  発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決

定し、請求を受けた日から２０日以内にその結果を受注者に通知しなければならない。 

（ESCOサービス料内訳書及び事業工程表の提出）  

第９条  受注者は、この契約締結後３０日以内に管理計画書に基づいて ESCOサービス

料内訳書（以下｢内訳書｣という。）及び事業工程表を作成し、発注者に提出しなけれ

ばならない。ただし、発注者が必要でないと認めた場合はこの限りでない。  

２  発注者は、必要があると認めるときは、前項の事業工程表を受理した日から２０日

以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。  

３  この契約書の他の条項の規定により履行期間又は管理計画書が変更された場合に

おいて、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して事業工程表の再提出

を請求することができる。この場合において、第１項中「この契約締結後」とあるの

は「当該請求があった日から」と読み替えて、前２項の規定を準用する。  



 

４  内訳書及び事業工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。  

（一括再委託等の禁止）  

第１０条  受注者は、この契約の履行について、事業の全部又はその主要部分の処理を

第三者に委任し、又は請け負わせること（以下「再委託」という。）をしてはならな

い。ただし、事業の一部について相当の理由があるときは、この限りでない。  

（再委託の通知等）  

第１１条  前条ただし書の規定により事業の一部について再委託する場合、受注者は、

あらかじめ発注者と協議し、発注者の同意を得た上で、再委託しようとする相手方（再

委託以降の全ての受託者、一次下請負人及び二次以降全ての下請負人を含む。以下「再

委託先」という。）の商号又は名称並びに事業のうち再委託する内容その他発注者が

必要とする事項を、書面をもって発注者に通知しなければならない。ただし、別記「個

人情報取扱特記事項」第７の第２項の規定に基づき再委託の申請及び承諾が行われた

場合において発注者が必要でないと判断した場合は、この限りでない。  

２  受注者が前項の規定により事業の一部を再委託するときは、次のとおりとする。  

(1) 受注者は、堺市入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱（平成１１年制

定）第２条第１項の規定による入札参加停止を受けた者（以下「入札参加停止者」

という。）及び堺市契約関係暴力団排除措置要綱（平成２４年制定）第３条第１項

の規定による入札参加除外を受けた者（以下「入札参加除外者」という。）並びに

第５０条第１０号に該当する者を再委託先としてはならない。  

(2) 受注者は、再委託先の行為の全てについて責任を負うものとする。  

３  受注者は、第１項の規定により事業の一部を再委託したとき並びに受注者及び再委

託先が資材又は原材料の購入契約その他の契約をしたときの相手方（以下「再委託先

等」という。）が、堺市暴力団排除条例（平成２４年条例第３５号。以下「暴排条例」

という。）第２条第２号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は同条

第３号に規定する暴力団密接関係者（以下「暴力団密接関係者」という。）でないこ

とをそれぞれが表明した誓約書を徴取し、発注者に提出しなければならない。ただし、

発注者が必要でないと判断した場合は、この限りでない。  

４  発注者は、受注者が第１項の規定による通知を経ずに再委託した場合、入札参加停

止者を再委託先とした場合又は入札参加除外者若しくは第５０条第１０号に該当す

る者を再委託先等とした場合は、受注者に対して、当該再委託先等との契約の解除を

求めることができる。この場合において、当該契約が解除された場合における一切の

責任は、受注者が負うものとする。  

５  発注者及び受注者は、受注者の応募時の構成員に対して前各項の規定を読み替えて

準用するものとする。  

（不当介入に対する措置）  

第１２条  受注者は、この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団密接関係者から、暴

排条例第２条第１号に規定する暴力団を利することとなるような社会通念上不当な

要求又は契約の適正な履行を妨げる行為（以下「不当介入」という。）を受けたとき

は、直ちに発注者に報告するとともに、警察に届け出なければならない。  

２  受注者は、再委託先等が暴力団員又は暴力団密接関係者から不当介入を受けたとき

は、直ちに発注者に報告するとともに、当該再委託先等に対して、警察に届け出るよ

う指導しなければならない。  

３  発注者は、受注者が発注者に対し、前２項に規定する報告をしなかったときは、暴



 

排条例に基づく公表及び入札参加停止を行うことができる。  

４  発注者は、受注者又は再委託先等が不当介入を受けたことによりこの契約の履行に

ついて遅延等が発生するおそれがあると認めるときは、受注者が第１項の規定による

報告及び届出又は第２項の規定による報告及び指導を行った場合に限り、必要に応じ

て履行期間の延長等の措置をとるものとする。  

（履行期間）  

第１３条  履行期間のうち、改修工事等の期間にあっては議会の議決を経た日の翌日

（休日に当たるときは、その日の直後の休日でない日）から令和１０年３月３１日ま

でとし、省エネルギーサービス期間にあっては令和１０年４月１日から令和１３年３

月３１日までとする。  

（削減予定額等）  

第１４条  削減予定額は、金         円（うち取引に係る消費税及び地方消費

税相当額を含む。）とする。  

２  削減保証額は、金         円（うち取引に係る消費税及び地方消費税相当

額を含む。）とする。  

３  受注者が提供する省エネルギーサービスのうち、省エネルギー効果の計測・検証に

該当するESCOサービス料は、毎年、金         円（うち取引に係る消費税及

び地方消費税相当額を含む。）とする。  

（ベースライン等）  

第１５条  ベースラインは次のとおりとする。  

(1) 電気          kWh 

(2) ガス          ㎥  

(3) 水道          ㎥  

(4) 下水道         ㎥  

２  ベースライン金額は、金         円（うち取引に係る消費税及び地方消費

税相当額を含む。）とする。  

（ベースライン等の変更）  

第１６条  発注者又は受注者は、相手方の承諾なしにベースラインを変更することはで

きない。ただし、次の各号に例示する変動要因等が生じたときは、発注者又は受注者

は、合理的な根拠を示す資料を作成のうえ、相手方に対してベースラインの変更を求

めることができる。  

(1) 気象条件の変動等の外的要因  

(2) ESCO設備及び関連設備の変更、改修、運用変更、新規設備の導入  

(3) ESCO設備及び関連設備の故障又は性能の低下  

(4) 発注者の指示による運転管理指針等の変更  

(5) 本施設の利用用途、利用方法、運営時間等の変更  

２  前項ただし書の場合において、発注者と受注者とが合意した場合には、ベースライ

ンの変更に代えて、第２４条第１項に規定する実削減額を補正することができる。  



 

３  ベースラインの変更方法及び実削減額の補正方法については、管理計画書に示すと

おりとする。  

４  受注者は、次の各号に示す期間は、電気、ガス、水道、下水道の使用量の削減を保

証する義務を免れるものとする。  

(1) 発注者及び第三者の責めに帰すべき事由により、 ESCO設備及び関連設備に異常

が生じた期間  

(2) 発注者が、運転管理指針及び運転管理指針に基づく受注者の指示に従わなかった

期間  

(3) 発注者が、管理計画書に定める情報を受注者に提供せず、電気、ガス、水道、下

水道の使用量が著しく増加した期間  

５  消費税率の変更又は新税が導入されたときは、第１項の規定に定める手続を経るこ

となく、発注者又は受注者は、ESCOサービス料を変更することができる。  

６  前項の規定にかかわらず、変更又は導入の対象となる税制が法人税等の収益目的税

に関するものであるときは、受注者は、ESCOサービス料を変更することができない。  

（事業の内容）  

第１７条  受注者は、 ESCOサービスとして、管理計画書に基づき次に定める業務を遂

行する。  

(1) 改修工事等  

ア  受注者は､自己の負担において、第１３条で定める改修工事等の期間に改修工事

に着工し完了する。  

(2) 事業報告書の作成  

ア  受注者は、省エネルギーサービス期間中、サービスの開始日以降３か月ごとに、

省エネルギーサービス四半期報告書を作成し、当該四半期最終日の翌日から４０日

以内に発注者に３部提出する。  

イ  受注者は、各年度第４四半期に、前アに規定する省エネルギーサービス四半期報

告書に代え、省エネルギーサービス年度報告書を作成し、第４四半期最終日の翌日

から５０日以内に発注者に３部提出する。  

(3) 運転管理等  

ア  受注者は、発注者との協議により、あらかじめ発注者の承諾を受けた運転管理指

針に基づき、ESCO設備及び関連設備の運転方法を発注者に指示し、その運転状況

を確認するものとする。  

イ  受注者は、省エネルギーサービス期間の終了時に、運転管理等に係る資料を発注

者に引き継ぐものとする。  

(4) 維持管理等  

ア  受注者は、発注者との協議により、あらかじめ発注者の承諾を受けた維持管理指

針に基づき、必要に応じて、 ESCO設備の維持管理方法を発注者に助言するものと

する。  

(5) 計測・検証等  



 

ア  受注者は、発注者との協議によりあらかじめ発注者の承諾を受けた計測・検証計

画に基づき、省エネルギー効果の計測・検証を行うものとする。  

２  発注者及び受注者は、前項に規定する業務の遂行に当たって、次に定める事項を遵

守するものとする。  

(1) 改修工事等  

ア  受注者は、改修工事等を行うに当たって、工事責任者を定めたときは、その氏名

及び自己の有する権限のうち工事責任者に委任する権限の内容を発注者に通知し

なければならない。工事責任者を変更したときも、同様とする。  

イ  受注者が、工事責任者に委任できる権限は、事業責任者が有する権限の範囲とす

る。  

ウ  発注者は、改修工事等の期間は、改修工事等を行うために一時的に必要となる場

所及び電気、水等を受注者に無償で提供するものとする。  

エ  発注者は、改修工事等の期間に、 ESCO設備及び関連設備に異常が発生したとき

は、これに対応するため、受注者に、履行場所に立ち入らせるものとする。  

オ  発注者は、改修工事等の期間に、 ESCO設備を使用する場合には、受注者の承諾

を得た上で、受注者の指示に従わなければならない。  

(2) 運転管理等  

ア  受注者は、発注者の既存設備等について調査するときは、発注者の承諾を得なけ

ればならない。  

イ  発注者は、運転管理指針及び運転管理指針に基づく受注者の指示を尊重しなけれ

ばならない。  

ウ  発注者は、設備機器の運転管理を委託している場合には、運転管理指針を当該受

託者に準拠させるものとする。  

エ  発注者は、運転管理指針及び運転管理指針に基づく受注者の指示に準拠できない

場合は、事前に受注者に通知しなければならない。  

(3) 維持管理等  

ア  受注者は、発注者の既存設備等について調査するときは、発注者の承諾を得なけ

ればならない。  

イ  発注者は、維持管理指針に準拠するとともに、維持管理指針に基づく受注者の助

言を尊重しなければならない。  

ウ  発注者は、設備機器の維持管理を委託している場合には、維持管理指針を当該受

託者に準拠させるものとする。  

(4) 情報の提供  

ア  発注者は、業務の遂行に当たって必要な情報を受注者に提供するものとする。  

（受注者の義務、事故等の報告義務）  

第１８条  受注者は、この契約の履行に当たっては、常に善良なる管理者の注意をもっ

てこれを履行しなければならない。  

２  受注者は、改修工事等を行うに当たって、履行場所における発注者の業務運営及び



 

施設管理に支障をきたさないよう十分注意するとともに、履行場所に来訪する第三者

に不安感、不快感等を与えないよう、配慮しなければならない。  

３  受注者は、発注者に最適な省エネルギーサービスが提供できるよう、 ESCO設備の

運転管理指針及び運転管理指針に基づく発注者への指示を工夫するものとする。  

４  受注者は、本件事業の遂行中に生じた事故を発見したときは、その事故発生の帰責

の如何に関わらず、直ちにその旨を発注者に報告しなければならない。  

５  前項の事故が、受注者の責に帰すべき事由により生じた場合は、速やかに応急処置

を加えた後、最終的な解決策並びにその後の具体的な事故防止策を発注者に書面にて

提出しなければならない。  

６  第４項の事故が、個人情報の漏えい、滅失、き損等の場合には、受注者は、事業を

中止するとともに、速やかに前項に規定する措置を講じなければならない。なお、事

業中止の期間は、発注者が指示するまでとする。  

７  受注者は、第４項の事故により、以降の業務の円滑な進行を妨げる恐れがあるとき

は、受注者は、速やかに問題を解決し、業務進行に与える影響を最小限にするよう、

努めなければならない。  

８  受注者は、第２１条第１項又は第２項の規定による通知を受けたときは、省エネル

ギーサービスの提供に支障をきたさないよう、当該 ESCO設備の復旧又は調整等を発

注者に指示しなければならない。  

９  前項により ESCO設備の復旧又は調整を行う際に要した費用は、発注者がこれを負

担する。ただし、第７１条第１項に規定する契約不適合責任期間の満了までの間に、

受注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、受注者がこれを負担する。  

（発注者による ESCO設備の使用）  

第１９条  履行期間中、発注者は、 ESCO設備を善良な管理者の注意をもって使用しな

ければならない。  

２  発注者は、第２０条第５項に規定する ESCO設備の引渡しを受けるまでの間に、

ESCO設備の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、

必要な費用を負担しなければならない。ただし、ESCO設備自体や施工方法に原因があ

るとき、発注者に対する受注者の運転方法の指示が不正確なとき、受注者が、発注者

の使用方法が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りなが

らこれを通知しなかったとき等受注者の責に帰すべき事由に基づくときは、この限り

でない。  

（改修工事等の検査及び引渡し）  

第２０条  受注者は、各年度の改修工事等が完了したときは、その旨を発注者に通知し

なければならない。  

２  発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員（以下「検査員」という。）は、

は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から１４日以内に受注者

の立会いのうえ、管理計画書に定めるところにより改修工事等の完了を確認するため

の検査を実施し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。  



 

３  前項の場合において、検査に要する費用は、受注者の負担とする。  

４  受注者は、第２項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申

し立てることができない。  

５  発注者は、第２項の検査によって各年度の改修工事等の完了を確認した後、受注者

がESCO設備の引渡しを申し出たときは、直ちに ESCO設備の引渡しを受けなければな

らない。  

６  発注者は、受注者がESCO設備を引き渡さないときは、ESCOサービス料の支払いを

拒絶することができる。  

７  受注者は、第２項の検査に合格しないときは、直ちに不合格事項を是正して検査員

の再検査を受けなければならない。この場合において、不合格事項の是正完了を事業

の完了とみなして前６項の規定を準用する。是正等の完了期限は第１３条で規定する

改修工事等の完了期限とする。  

（発注者の通知）  

第２１条  発注者は、 ESCO設備の故障又は不具合を発見したときは、速やかに受注者

に通知するものとする。  

２  発注者は、履行場所への電気、ガス、又は水の供給が中断したときは、速やかに受

注者に通知するものとする。  

３  発注者は、運転方法及び履行場所のエネルギー消費の変動に影響を及ぼす事由が生

じたときには、受注者に通知するものとする。  

４  発注者は、関連設備の増設又は改造を行うときは、速やかに受注者に通知するもの

とする。  

５  発注者は、履行場所の所有者又は管理者を変更することが決定した場合には、速や

かに受注者に通知するものとする。  

６  発注者は、受注者の改修工事等が全て完了した日の属する月の翌月以降、毎月、受

注者に対し、履行場所に係る電気、ガス、水道、下水道の使用量の実績をその翌月に

通知するものとする。  

（履行報告）  

第２２条  受注者は、管理計画書に定めるところにより、この契約の履行について発注

者に報告しなければならない。  

（省エネルギーサービスの検査及び引渡し）  

第２３条  受注者は、各年度の省エネルギーサービスの事業を完了したときは、その旨

を発注者に通知しなければならない。  

２  発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員（以下「検査員」という。）は、

前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から１０日以内に受注者の立

会いのうえ、管理計画書に定めるところにより、事業の完了を確認するための検査を

実施し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。  

３  受注者は、前項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し

立てることができない。  



 

４  発注者は、第２項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が第１７条第１項

第２号イに規定する事業報告書（以下「事業報告書」という。）の引渡しを申し出た

ときは、直ちに当該事業報告書の引渡しを受けなければならない。  

５  発注者は、受注者が事業報告書を提出しないときは、 ESCOサービス料の支払いを

拒絶することができる。  

６  受注者は、第２項の検査に合格しないときは、直ちに不合格事項を是正して検査員

の再検査を受けなければならない。この場合において、不合格事項の是正完了を事業

の完了とみなして前各項の規定を準用する。  

（ESCOサービス料の算出方法）  

第２４条  省エネルギーサービス期間の ESCOサービス料は、ベースラインから受注者

が１年間に実現した履行場所における電気、ガス、水道、下水道の使用量の削減量に

基づき、管理計画書に定める計算方法で算出された額の合計（以下「実削減額」とい

う。）に応じ、次に掲げる方法にて算出する。ただし、計算の結果、１円未満の端数

が生じたときは、これを切り捨てるものとする。  

(1) 実削減額が削減保証額以上のときは、ESCOサービス料（省エネルギーサービス）

の金額とする。  

(2) 実削減額が削減保証額未満のときは、削減保証額から実削減額を減じた金額を、

ESCOサービス料（省エネルギーサービス）から減じた金額とする。なお、算出結果

が負の額となった場合は、受注者はその金額を発注者に支払うものとする。  

（ESCOサービス料の支払い）  

第２５条  受注者は、第２０条第２項の規定による検査又は第７項の規定による再検査

に合格したとき及び第２３条第２項の規定による検査又は第６項の規定による再検査

に合格したときは、検査対象の事業に相当する ESCOサービス料の支払いを請求する

ことができる。  

２  発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から３０日以内

に検査対象の事業に相当する ESCOサービス料を支払わなければならない。  

（変更の届出）  

第２６条  受注者について、名称、所在地、代表者、再委託先及び使用印鑑のいずれか

の変更があったときは、速やかに発注者に届け出なければならない。  

（指定管理者との調整）  

第２７条  履行場所を指定管理者制度により、堺市長が指定する指定管理者に管理を代

行させているとき又は代行させることになったときは、受注者は、改修工事等の工程

調整、工事場所の占有、施工のための施設への立入り、運転管理指針の作成、維持管

理指針の作成、緊急時連絡体制の決定等について、当該指定管理者と調整を行わなけ

ればならない。また、事業遂行に当たって疑義が生じた場合には、受注者は当該指定

管理者と誠意をもって協議しなければならない。  

２  履行場所を指定管理者制度により、堺市長が指定する指定管理者に管理を代行させ

ているとき、又は代行させることになったときは、第１７条第１項第２号ア又はイに

規定する事業報告書の内容について、受注者は、発注者及び当該指定管理者に報告し

なければならない。  



 

（発注者の作業への立会い）  

第２８条  発注者は受注者に対し、必要に応じて、その作業への立会いを求めることが

できる。  

２  前項による立会いを求める際は、発注者は受注者に対し、あらかじめ通知しなけれ

ばならない。  

３  受注者は、発注者の立会いに協力しなければならない。  

（事業従事者）  

第２９条  事業に従事する受注者の従業員（以下「事業従事者」という。）の選定につ

いては、受注者が行う。  

２  受注者は、労働法規その他関係法令に基づき事業従事者に対する雇用主としての一

切の義務を負うものとし、事業従事者に対する事業遂行に関する指示、労務管理、安

全衛生管理等に関する一切の指揮命令を行うものとする。  

３  受注者は、事業遂行上、事業従事者が発注者の作業場所等に立ち入る場合は、身分

証明書を携帯させ、発注者からの求めに応じ提示させるとともに、発注者の防犯、秩

序維持等に関する諸規則を当該事業従事者に遵守させるものとする。  

４  前２項の規定が遵守されていないと認められる場合は、発注者は受注者又は事業従

事者に対し、作業を中止させることができる。  

５  前項による作業中止の期間は、第２項及び第３項の規定を遵守する旨を記載した文

書を発注者が受注者から受理するまでとする。  

（臨機の措置）  

第３０条  受注者は、事業を行うに当たって、災害防止等のため必要があると認めると

きは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、受注者は、あらかじ

め、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があると

きは、この限りでない。  

２  前項の場合は、受注者は、その措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならな

い。  

３  発注者は、災害防止その他の事業を行う上で特に必要があると認めるときは、受注

者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。  

４  受注者が第１項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置

に要した費用のうち、受注者が ESCOサービス料の範囲において負担することが適当

でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。  

（ESCO設備の所有権）  

第３１条  発注者は、 ESCO設備を第三者に譲渡、貸与し若しくは担保の用に供しては

ならない。  

２  発注者は、受注者の承諾なしに、ESCO設備の増設又は改造､そのいずれかの部品の

取り替え、又は撤去を行ってはならない。  

（管理計画書と事業内容が一致しない場合の履行義務）  

第３２条  受注者の事業の内容が管理計画書又は発注者の指示若しくは発注者と受注



 

者との協議の内容に適合しないときは、受注者は、監督員による履行の請求に従わな

ければならない。ただし、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責め

に帰すべき事由によるときは、受注者は、履行期間若しくは ESCOサービス料を変更し

又は履行に要した費用の負担を発注者に求めることができる。  

（貸与品等）  

第３３条  受注者は、発注者から器具、図面その他事業に必要な物品等（以下「貸与品

等」という。）の貸与、又は支給を受ける場合は、あらかじめ発注者と協議し、発注

者の同意を得た上で、その品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期

を管理計画書に定めるものとする。  

２  受注者は貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から２０日以内に、発注者

に受領書又は借用書を提出しなければならない。  

３  受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。  

４  受注者は、管理計画書に定めるところにより、事業の完了、管理計画書の変更等に

よって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。  

５  受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不

可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して

返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。  

（著作物の譲渡等）  

第３４条  第１７条第１項第２号で規定する報告書が、著作権法（昭和４５年法律第４

８号）第２条第１項第１号に規定する著作物（以下「著作物」という。）に該当する

場合には、当該著作物に係る受注者の著作権は、受注者に留保されるものとする。  

２  受注者は、報告書が著作物に該当する場合において、受注者が承諾したときに限り、

発注者及び受注者が承諾した者の必要な範囲で、発注者及び受注者が承諾した者に無

償で使用、複製、その内容の公表を許諾するものとする。ただし、第三者から公文書

の公開を請求された場合には、堺市情報公開条例（平成１４年条例第３７号）に従う

ものとする。  

３  発注者は、報告書が著作物に該当する場合において、受注者が承諾したときに限り、

既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。  

４  発注者は、報告書が著作物に該当する場合において、当該著作物の利用目的の実現

のためにその内容を改変するときは、受注者の承諾を得るものとする。  

５  発注者は、報告書が著作物に該当しない場合には、当該事業報告書の内容を受注者

の承諾なく自由に改変することができる。  

６  受注者は、報告書（事業を行う上で得られた記録等を含む。）が著作物に該当する

としないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該報告書の使用、複製、又

はその内容の公表を行うことができる。ただし、当該報告書のうち秘密に該当する事

項については、次条の規定に従うものとする。  

７  発注者は、受注者が開発したプログラム（著作権法第１０条第１項第９号に規定す

るプログラムの著作物をいう。）及びデータベース（同法第１２条の２に規定するデ



 

ータベースの著作物をいう。）について、受注者が承諾した場合には、別に定めると

ころにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。  

（秘密保持義務）  

第３５条  発注者及び受注者は、相手方から秘密と指定された事項を第三者に開示又は

漏えいしてはならない。ただし、相手方が開示した時点で公知となった情報及び相手

方が承諾をした情報についてはこの限りではない。  

２  発注者及び受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を第三者に開示又は漏

えいしてはならない。ただし、相手方が承諾をした情報についてはこの限りではない。  

３  受注者は、前項の定めにかかわらず、この契約の履行に関して知り得た秘密（個人

情報を除く。）を、この契約の事業の履行以外に使用することができるものとする。

ただし、この場合においても、受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を第

三者に開示又は漏洩してはならない。  

４  発注者及び受注者は、相手方の承諾なく、管理計画書等（事業を行う上で得られた

記録等を含む。）を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。  

５  発注者及び受注者は、自己の事業従事者その他関係人について前４項の義務を遵守

させるために必要な措置を講じるものとし、当該秘密情報を第三者に開示する場合は、

事前に相手方の書面による承諾を受けなければならない。ただし、第三者から公文書

の公開を請求された場合には、堺市情報公開条例に従うものとする。  

（個人情報の保護）  

第３６条  受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについて

は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）とあわせ、別記「個人

情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。  

（特許権等の使用）  

第３７条  受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づ

き保護される第三者の権利（以下「特許権等」という。）の対象となっている履行方

法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、

発注者がその履行方法を指定した場合において、管理計画書に特許権等の対象である

旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者

がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。  

（特許権の発明等）  

第３８条  受注者は、本件の事業の遂行にあたり、特許権等の対象となるべき発明又は

考案をした場合には、書面にて発注者に通知しなければならない。  

２  前項の場合において、当該特許権等の取得のための手続及び権利の帰属等に関する

詳細については、発注者と受注者とが協議して定める。  

（事業に係る受注者の提案）  

第３９条  受注者は、発注者の了解を得て、履行場所に設置されている ESCO設備以外

の設備等の状況について調査することができるものとする。  

２  受注者は、管理計画書について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事



 

項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき管理

計画書の変更を提案することができる。  

３  発注者は、必要があると認められるときは、前項に規定する受注者の提案を踏まえ、

履行期間、ESCOサービス料を含め管理計画書を変更できるものとする。  

（条件変更等）  

第４０条  受注者は、事業を行うにあたり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見

したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。  

(1) 管理計画書、募集要項等、予想されるリスクと責任分担、事業に関する指示（以

下この条において「管理計画書等」という。）が一致しないこと（これらの優先順位

が定められている場合は除く。）。  

(2) 管理計画書等に誤謬又は脱漏があること。  

(3) 管理計画書等の表示が明確でないこと。  

(4) 履行上の制約等管理計画書等に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相

違すること。  

(5) 管理計画書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別

な状態が生じたこと。  

２  発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実

を発見したときは、受注者の立会いのうえ、直ちに調査を行わなければならない。た

だし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができ

る。  

３  発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果（これに対してとるべき措置を指示

する必要があるときは、当該指示を含む。）をとりまとめ、調査の終了後３０日以内

に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できな

いやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いたうえ、当該期

間を延長することができる。  

４  前項の調査の結果により第１項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要

があると認められるときは、発注者は、管理計画書等の訂正又は変更を行わなければ

ならない。  

５  前項の規定により管理計画書等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、

必要があると認められるときは、履行期間若しくは ESCOサービス料を変更し、又は受

注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。  

６  発注者は、第４項の規定によるほか、必要があると認めるときは、管理計画書等の

変更内容を受注者に通知して、管理計画書等を変更することができる。この場合にお

いて、発注者は、必要があると認めるときは、履行期間若しくは ESCOサービス料を変

更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。  

（事業の中止）  

第４１条  発注者は、必要があると認めるときは、事業の中止内容を受注者に通知して、

事業の全部又は一部を一時中止させることができる。  



 

２  発注者は、前項の規定により事業を一時中止した場合において、必要があると認め

られるときは、履行期間若しくは ESCOサービス料を変更し、又は受注者が事業の続行

に備え事業の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼ

したときは必要な費用を負担しなければならない。  

（受注者の請求による履行期間の延長）  

第４２条  受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に事業を完

了させることができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に履行期間

の延長変更を請求することができる。  

（発注者の請求による履行期間の短縮等）  

第４３条  発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期

間の短縮変更を受注者に請求することができる。  

２  発注者は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、

特別の理由があるときは、延長する履行期間について、受注者に通常必要とされる履

行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。  

３  発注者は、前２項の場合において、必要があると認められるときは、ESCOサービス

料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならな

い。  

（履行期間の変更方法）  

第４４条  履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、

協議開始の日から３０日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通

知する。  

２  前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通

知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日（第４２条の場

合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注

者が履行期間の変更の請求を受けた日とする。）から２０日以内に協議開始の日を通

知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。  

（ESCOサービス料の変更方法等）  

第４５条  ESCOサービス料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。

ただし、協議開始の日から３０日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受

注者に通知する。  

２  前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通

知するものとする。ただし、発注者が ESCOサービス料の変更事由が生じた日から２０

日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注

者に通知することができる。  

３  この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合に発注者が負担する

必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。  

４  発注者又は受注者は、履行期間内で契約締結日から１２か月を経過した後に日本国

内における賃金水準又は物価水準の変動により ESCOサービス料が不適当となったと



 

認めたときは、発注者又は受注者は、合理的な根拠を示す資料を作成のうえ、相手方

に対してESCOサービス料の変更を請求することができる。  

５  前項の規定による請求は、前項の規定により ESCOサービス料の変更を行った後再

度行うことができる。この場合においては、同項中「契約締結日」とあるのは、「直

前のこの項に基づく ESCOサービス料変更の基準とした日」と読み替えて前項の規定

を準用する。  

（ESCOサービス料の変更に代える管理計画書の変更）  

第４６条  発注者は、第３０条、第３２条、第３７条、第３９条、第４０条、第４１条、

第４３条又は第６１条の規定により ESCOサービス料を増額すべき場合又は費用を負

担すべき場合において、特別の理由があるときは、受注者の承諾を得た上で、ESCOサ

ービス料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて管理計画書を変更することができ

る。この場合において、管理計画書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定め

る。ただし、協議開始の日から３０日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、

受注者に通知する。  

２  前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通

知しなければならない。ただし、発注者が前項のESCOサービス料を増額すべき事由又

は費用を負担すべき事由が生じた日から２０日以内に協議開始の日を通知しない場合

には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。  

（ESCOサービス料の不払いに対する事業中止）  

第４７条  受注者は、発注者が第２５条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を

定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、事業の全部又は

一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示

した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。  

２  発注者は、前項の規定により受注者が事業を一時中止した場合において、必要があ

ると認められるときは履行期間若しくは ESCOサービス料を変更し、又は受注者が増

加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなけ

ればならない。  

（債務不履行に対する受注者の責任）  

第４８条  受注者がこの契約に違反した場合、その効果がこの契約に定められているも

ののほか、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めてその履行を請求し、又は履

行とともに損害の賠償を請求することができる。  

２  前項において受注者が負うべき責任は、第２３条第２項の規定による検査に合格し

たことをもって免れるものではない。  

３  第１項の規定に関わらず、その違反が受注者の故意又は重大な過失により生じた場

合には、同項に規定する請求を行うことができる期間は、事業の完了した日から１０

年とする。  

４  受注者が、発注者の指定する期間内に、履行に応じないときは、発注者は受注者に

代わりこれを行うことができるものとし、その費用は受注者が負担する。  



 

（発注者の催告による解除権）  

第４９条  発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定

めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することが

できる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上

の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。  

(1) 第５条第３項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した

とき。  

(2) 正当な理由なくこの契約を履行しないとき、又は履行期間内に履行の見込みがな

いとき。  

(3) この契約の履行にあたり発注者の指示に従わないとき、又はその発注者の職務の

執行を妨げたとき。  

(4) 受注者として必要な資格が欠けたとき。  

(5) 契約履行上の過失又は不手際が度重なったとき。  

(6) 正当な理由なく、第７０条第１項の履行の追完がなされないとき。  

(7) 第１１条第４項の規定により、発注者から再委託先等との契約の解除を求められ

た場合において、これに従わなかったとき。  

(8) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。  

（発注者の催告によらない解除権）  

第５０条  発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約

を解除することができる。  

(1) 第５条第１項の規定に違反してこの契約から生じる債権を譲渡したとき。  

(2) 第５条第３項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該事業の履行以外に使用

したとき。  

(3) この契約の履行を完了させることができないことが明らかであるとき。  

(4) 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。  

(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行

を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした

目的を達することができないとき。  

(6) 契約の性質や発注者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しな

ければ契約をした目的を達成することができない場合において、受注者が履行をし

ないでその時期を経過したとき。  

(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催

告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明

らかであるとき。  

(8) 暴力団員又は暴力団密接関係者が経営に実質的に関与していると認められる者に

この契約から生じる債権を譲渡したとき。  

(9) 受注者が第５４条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。  

(10) 受注者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるとき。  



 

(11) 契約履行上の重過失があったとき。  

(12) この契約の締結又は履行について不正な行為を行ったとき、又は不正な行為を行

ったおそれが非常に強いとき。  

（発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限）  

第５１条  第４９条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由に

よるものであるときは、発注者は、前２条の規定による契約の解除を行うことができ

ない。  

（発注者の損害賠償請求等）  

第５２条  発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生

じた損害の賠償を受注者に対し請求することができる。  

(1) 履行期間内に事業を完了することができないとき。  

(2) ESCO設備に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの（以下「契

約不適合」という。）があるとき。  

(3) 前２号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履

行が不能であるとき。  

２  次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、ESCO

サービス料（総支払限度額）から支払い済みの ESCOサービス料を除いた額の１０分

の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならな

い。  

(1) 第４９条又は第５０条の規定によりこの契約が解除されたとき。  

(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって

受注者の債務について履行不能となったとき。  

３  次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみ

なす。  

(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年

法律第７５号）の規定により選任された破産管財人   

(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１

４年法律第１５４号）の規定により選任された管財人  

(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１

１年法律第２２５号）の規定により選任された再生債務者等  

４  第１項各号又は第２項各号に定める場合（前項の規定により第２項第２号に該当す

る場合とみなされる場合を除く。）がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受

注者の責めに帰さない事由によるものであるときは、第１項及び第２項の規定は適

用しない。  

５  第２項の規定は、発注者に生じた現実の損害額が同項の違約金の額を超える場合に

おいて、その超過分につき、発注者の受注者に対する損害賠償の請求を妨げるもので

はない。  

（発注者の任意による解除権）  

第５３条  発注者は、履行期間が終了するまでの間に、履行場所の廃止又は売却その他

必要があるときは、この契約を解除することができる。  

２  発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害が発生し



 

たときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、発注者は、解除の効力発生

後から契約満了までの間に相当する ESCOサービス料（省エネルギーサービス期間の

年度途中の解除にあっては、当該年度の解除前の ESCOサービスに相当する日割りに

よるESCOサービス料を除く。）については賠償の対象とならないものとする。  

（受注者の催告等による解除権）  

第５４条  受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履

行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除する

ことができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び

取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。  

２  受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を解除

することができる。  

(1) 発注者が、履行場所の所有権を第三者に移転したとき。  

(2) 発注者が、履行場所の廃止又は売却を行ったとき。  

(3) 発注者が、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく財政再生計画を定

めたとき。  

（受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限）  

第５５条  前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、

受注者は、前条の規定による契約の解除を行うことができない。  

（受注者の損害賠償請求等）  

第５６条  受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じ

た損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及

び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰さない事由によるものであるときは、

この限りでない。  

(1) 第５４条の規定によりこの契約が解除されたとき。  

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行

が不能であるとき。  

２  発注者の責めに帰すべき事由により、第２５条第２項の規定による ESCOサービス

料の支払いが遅れた場合においては、受注者は未受領金額につき、遅延日数に応じ、

当該契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律

第２５６号）第８条第１項に規定する財務大臣が決定する率（以下「支払遅延防止法

の率」という。）で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。  

（受注者の責めに帰すべき事由等による契約解除後の処理）  

第５７条  第４９条又は第５０条の規定により、この契約が解除されたときは、発注者

の選択により、受注者は次のいずれかの措置を講じなければならない。  

(1) 発注者が引渡しを受けていない ESCO設備の所有権を発注者と受注者との合意に

基づく金額で発注者に譲渡する。  

(2) 発注者の承諾を得た上で、 ESCOサービスの履行が十分可能な新たな事業者に事

業を引き継ぐ。  



 

(3) 受注者の負担により発注者が引渡しを受けていない ESCO設備を撤去し、履行場

所を改修工事等前の原状に回復する。ただし、発注者が受注者に代わってこれを行

ったときは、これに要した経費を受注者が負担する。  

２  発注者は、前項の規定にかかわらず、受注者が既に事業を完了した部分の引渡しを

受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査のうえ、当該検査に合格した部

分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受け

た既履行部分に相応するESCOサービス料を受注者に支払わなければならない。  

３  前項に規定する既履行部分に相応する ESCOサービス料は、発注者及び受注者とが

協議して定める。ただし、協議開始の日から３０日以内に協議が整わない場合には、

発注者が定め、受注者に通知する。  

４  前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通

知するものとする。ただし、発注者が第２項に定める既履行部分の検査に合格した日

から２０日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定

め、発注者に通知することができる。  

５  受注者の責めに帰すべき事由によらない近隣住民からの要望及び行政手続の不備

等により事業の継続が困難となったことにより契約を解除するときは、発注者は、そ

の損害を賠償しなければならない。ただし、解除の効力発生後から契約満了までの間

に相当する ESCOサービス料（省エネルギーサービス期間の年度途中の解除にあって

は、当該年度の解除前のESCOサービスに相当する日割りによる ESCOサービス料を除

く。）については賠償の対象とならないものとする。  

６  第１１条第４項又は第５０条第１項第１０号の規定により、この契約が解除された

ときは、受注者は第１項に規定する措置を講じるとともに、受注者は、発注者に損害

が発生したときは、発注者に対し、その損害を賠償しなければならない。  

（発注者の責めに帰すべき事由等による契約解除後の処理）  

第５８条  第５４条の規定により、改修工事等の期間にこの契約が解除された場合は、

発注者は、ESCO設備を受注者から買い取るものとし、価格は発注者と受注者とが協議

して定めるものとする。  

２  受注者は、発注者が前項の措置を行った後、受注者にさらに損害が残るときは、発

注者に対し、その賠償を求めることができる。  

（解除の効果）  

第５９条  この契約が解除された場合には、第１条第２項に規定する発注者及び受注者

の義務は消滅する。  

（解除に伴う措置）  

第６０条  受注者は、この契約が解除されたとき、貸与品等があるときは、当該貸与品

等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の

故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返

還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。  

２  前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の



 

解除が第１１条第４項、第４９条又は第５０条の規定によるときは発注者が定め、第

５３条又は第５４条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものと

する。  

３  第１項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が

受注者の意見を聴いて定めるものとする。  

（一般的損害）  

第６１条  この契約書の他の条項に定めがある場合を除き、履行期間の終了前に生じた

損害（次条第１項、第２項又は第３項に規定する損害及び管理計画書に定めるところ

により付された保険によりてん補された部分を除く。）に対して賠償する者は、次の

とおりとする。  

(1) 受注者の責めに帰すべき事由により生じた損害については、受注者が賠償する。  

(2) 発注者の責めに帰すべき事由により生じた損害については、発注者が賠償する。

ただし、受注者が、発注者のESCO設備の使用方法が不適当であること等、発注者の

責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限

りでない。  

(3) 発注者及び受注者のいずれの責めに帰すことができない事由により損害が生じた

場合には、その損害を賠償する者を、発注者と受注者とが協議して定める。  

２  この契約書の他の条項に定めがある場合を除き、受注者又は発注者が賠償する損害

の範囲及び賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。  

（第三者に及ぼした損害）  

第６２条  事業の実施に伴い受注者の責めに帰すべき事由により第三者に及ぼした損

害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者

がその賠償額を負担する。  

２  前項の規定にかかわらず、同項の規定する損害（管理計画書に定めるところにより

付された保険によりてん補された部分を除く。）のうち、発注者の指示、貸与品等の

性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じた損害については、発注者が賠償

する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の

責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限り

でない。  

３  発注者及び受注者のいずれの責めに帰すことができない事由により、第三者に損害

を及ぼした場合には、その損害を賠償する者を、発注者と受注者とが協議して定める。  

４  前３項の場合その他事業を行うにつき第三者との間に紛争が生じた場合において

は、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。  

（履行遅延の場合における履行期間の延長等）  

第６３条  受注者の責めに帰すべき事由により、第１３条で定める期間内に改修工事等

を完了できない場合、同条で定める開始日に省エネルギーサービスを開始することが

できない場合、又は第１７条第２号ア及びイで定める報告書を同号で定める期間内に

発注者に提出できない場合において、発注者が履行期間後に完了する見込みがあると



 

認めたときは、発注者は、延滞違約金の支払いを受注者に請求することができる。  

２  前項の延滞違約金の額は、 ESCOサービス料から遅延日数に応じ、契約締結日にお

ける支払遅延防止法の率を乗じて計算した額とする。  

３  発注者の責めに帰すべき事由により、第２５条第２項の規定による ESCOサービス

料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、

契約締結日における支払遅延防止法の率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを発

注者に請求することができる。  

（不当な取引制限等に係る損害賠償の予約）  

第６４条  受注者は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、契約の

解除の有無にかかわらず、かつ、発注者が損害の発生及び損害額を立証することを要

することなく、受注者は、ESCOサービス料（総支払限度額）の１０分の２に相当する

額を損害賠償金として発注者に支払わなければならない。この契約が履行された後に

ついても、また同様とする。  

(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以

下「独禁法」という。）第３条、第６条、第８条又は第１９条の規定に違反すると

して、独禁法第７条、第８条の２又は第２０条の規定による排除措置命令（独禁法

第２条第９項第３号に該当する行為及び不公正な取引方法（昭和５７年公正取引委

員会告示第１５号）第６項に規定する不当廉売に係るものを除く。）を受けた場合

であって、独禁法第８章第２節に規定する手続を経て当該排除措置命令が確定した

とき。  

(2) 独禁法第３条、第６条、第８条又は第１９条の規定に違反するとして、独禁法第

７条の２第１項（独禁法第７条の２第２項及び第８条の３において読み替えて準用

する場合を含む。）若しくは第４項、第２０条の２、第２０条の３、第２０条の５

又は第２０条の６の規定により課徴金の納付命令を受けた場合であって、独禁法第

８章第２節に規定する手続を経て当該課徴金納付命令が確定したとき。  

(3) 前２号に掲げる場合のほか、独禁法第７条の２第１項（独禁法第８条の３におい

て読み替えて準用する場合を含む。）の規定により課徴金を納付すべき場合であっ

て、納付命令を受けなかったとき。  

(4) 受注者が、独禁法第７７条に規定する抗告訴訟を提起し、当該訴訟について請求

の棄却又は訴えの却下の判決が確定したとき。  

(5) 受注者又はその役員、使用人その他これらに類する者が、刑法（明治４０年法律

第４５号）第９６条の６若しくは第１９８条又は独禁法第８９条第１項若しくは第

９５条第１項第１号の規定に該当し、刑が確定（執行猶予の場合を含む。）したと

き。  

(6) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項第２号に該

当すると発注者が認めるとき。  

２  前項（第５号及び第６号を除く。）の規定は、独禁法第７条の２第６項に規定する

事前通知の対象となる行為であって発注者が特に認めるものについては、これを適用

しないものとする。  

３  第１項の規定は、発注者に生じた現実の損害額が同項の損害賠償金の額を超える場

合において、その超過分につき、発注者の受注者に対する損害賠償の請求を妨げるも



 

のではない。  

４  第１項の規定により受注者が損害賠償金を納付する場合においては、当該損害賠償

金のうち、当該契約に係る支払済みの代金の ESCOサービス料に対する割合に相当す

る部分について、当該代金の支払いの日から支払遅延防止法の率で計算した額の利息

を付さなければならない。  

（賠償金等の徴収）  

第６５条  受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期

間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経

過した日から ESCOサービス料支払いの日までの日数に応じ、当該契約締結の日にお

ける支払遅延防止法の率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき ESCOサ

ービス料を相殺し、なお不足があるときは追徴する。  

２  前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき当該契約締結の日

における支払遅延防止法の率で計算した額の延滞金を徴収する。  

（設備の不具合等）  

第６６条  第７１条第１項に規定する契約不適合責任期間の満了までの間に、 ESCO設

備及び発注者の関連設備等に不具合又は損害等が生じたときは、帰責事由のある発注

者又は受注者が責任を負うものとし、第１６条に基づくベースラインの変更等、以降

の省エネルギーサービスについては、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 

（契約の保証）  

第６７条  受注者は、この契約の締結と同時に、現金又は国債、地方債その他の有価証

券で発注者が確実と認めるものにより、契約保証金を納付しなければならない。ただ

し、発注者がその必要がないと認めたときは、受注者は契約保証金の納付を免除され

る。  

２  前項の規定により契約保証金を納付した場合、当該契約保証金は、この契約に基づ

く受注者の債務が完了したときに返還する。  

３  契約保証金には利子を付さない。  

（保険）  

第６８条  受注者は、火災保険その他の保険を付した場合又は任意に保険を付している

場合において、発注者が求めたときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを

直ちに発注者に提示しなければならない。  

２  戦争、テロリズム、地震、発注者の故意又は重過失、その他保険約款の免責条項に

定める事由に起因する損害は不担保とする。  

（天災等不可抗力）  

第６９条  暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災、有毒ガスの発生、そ

の他自然災害若しくは騒乱、暴動、戦争、テロリズム、感染症、ESCO設備及び関連設

備に係る製品の納期遅延又は受注停止、その他人為的な現象であって、発注者と受注

者のいずれの責めにも帰さないもの（以下「不可抗力」という。）により、この契約

に基づく義務を履行できない場合には、次のとおりとする。  

(1) 履行不能になった発注者又は受注者の義務を一時停止した上で､不可抗力による



 

状況が改善されたときの義務の履行について、発注者と受注者とが協議して定める。 

(2) 前号の協議の結果、不可抗力による状況が改善されたときに一時停止した義務の

履行を再開する場合には、不可抗力による状況が改善されるまで、この契約を有効

なものとして継続する。  

(3) 第１号の協議の結果、不可抗力による状況が改善されたときに一時停止した義務

の履行を再開しない場合又は第１号に基づく協議開始の日から４０日以内に協議が

整わない場合には、２０日前までに発注者は受注者に受注者は発注者に通告を行っ

た上で、契約を終了する。  

(4) 第１号の規定により発注者又は受注者の義務を一時停止した場合及び第２号の規

定により一時停止した義務の履行を再開する場合における必要な費用の負担につい

ては、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、受注者の義務を一時中止した場

合において、受注者が継続して支払う必要があると発注者が認める費用は、発注者

の負担とする。  

(5) 改修工事等の期間において、不可抗力により工事現場に搬入済みの工事材料又は

ESCO設備に損害が生じ、第２号の規定により一時停止した義務の履行を再開する場

合には、当該損害額（受注者が善良なる管理者の注意義務を怠ったことに基づくも

のを除く。）の１００分の９９に相当する額を発注者が負担する。ただし、受注者が

保険金を受領した場合には、当該保険金は発注者の負担すべき損害に充当するもの

とし、発注者の負担額から当該保険金受領相当額を控除する。  

(6) 省エネルギーサービス期間において、不可抗力により ESCO設備に損害が生じ、第

２号の規定により一時停止した義務の履行を再開する場合には、当該損害額を発注

者が負担する。  

(7) 第３号の規定により改修工事等の期間に契約を終了した場合には、受注者は、

ESCO設備の所有権を発注者と受注者との合意に基づく金額で発注者に譲渡する。  

（契約不適合責任）  

第７０条  発注者は、ESCO設備に契約不適合があるときは、受注者に対し、ESCO設備

の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができ

る。  

２  前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期

間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて ESCOサービ

ス料（改修工事等）の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに

該当するときは、催告することなく、直ちにESCOサービス料（改修工事等）の減額を

請求することができる。  

(1) 履行の追完が不能であるとき。  

(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。  

(3) 契約の性質又は発注者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行し

なければ契約をした目的を達成することができない場合において、受注者が履行の

追完をしないでその時期を経過したとき。  

(4) 前３号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追

完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。  



 

（契約不適合責任期間等）  

第７１条  発注者は、 ESCO設備に関し、第２０条に規定する検査により改修工事等の

完了が確認された日から１年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の

請求、損害賠償の請求、ESCOサービス料（改修工事等）の減額の請求又は契約の解除

（以下この条において「請求等」という。）を行うことができない。  

２  前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該

請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行

う。  

３  発注者が第１項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間（以下この条にお

いて「契約不適合責任期間」という。）の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に

書面にて通知した場合において、発注者が通知から１年が経過する日までに前項の規

定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたもの

とみなす。  

４  発注者は、第１項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に

関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等を行うこ

とができる。  

５  前各号の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであると

きには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところ

による。  

６  民法第６３７条第１項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。  

７  発注者は、 ESCO設備に契約不適合があることを知ったときは、第１項の規定にか

かわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等

を行うことはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたと

きは、この限りではない。  

８  ESCO設備の契約不適合が支給材料の性質又は発注者の指示により生じたものであ

るときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等を行うことができない。た

だし、受注者がその材料又は指示が不適当であることを知りながらこれを発注者に通

知しなかったときは、この限りでない。  

９  第１項の規定にかかわらず、契約不適合責任期間について契約書類（この契約書を

除く。）で特別の定めをした場合は、その契約書類の定めるところによる。  

（紛争の解決）  

第７２条  この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつ

き協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契

約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者と受注者は、協議

のうえ調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この

場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特

別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれが負担する。  

２  前項の規定にかかわらず、事業責任者の事業の実施に関する紛争、受注者の使用人

又は受注者から事業を委任され、又は請け負った者の事業の実施に関する紛争及び監

督員の職務の執行に関する紛争については、第８条第２項の規定により受注者が決定

を行った後若しくは同条第４項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若し

くは受注者が決定を行わずに同条第２項若しくは第４項の期間が経過した後でなけれ



 

ば、発注者及び受注者は、第１項のあっせん又は調停の手続を請求することができな

い。  

３  第１項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同

項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争につい

て民事訴訟法（平成８年法律第１０９号）に基づく訴えの提起又は民事調停法（昭和

２６年法律第２２２号）に基づく調停の申立てを行うことができる。  

４  発注者又は受注者は、申し出により、この契約書の各条項の規定により行う発注者

と受注者との間に第１項の調停人を立ち会わせ、当該協議が円滑に整うよう必要な助

言又は意見を求めることができる。この場合における必要な費用の負担については、

同項後段の規定を読み替えて準用する。  

（契約終了後の本契約の効力）  

第７３条  本契約の効力は、契約締結日からその効力を生じ、履行期間が終了した日に

その効力を終了するものとする。  

２  第１１条、第３３条第４項及び第５項、第３４条、第３５条、第３６条、第３７条、

第４８条、第５２条、第５７条、第５８条、第５９条、第６０条、第６２条、第６３

条、第６４条、第６５条、第６９条第７号及び本条の規定は、本契約終了後又は本契

約の解除後も有効とする。  

（協議）  

第７４条  この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じた事項につい

ては、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、地方自治法施行令及び堺市契約規則

（昭和５０年規則第２７号）によるほか、必要に応じて発注者と受注者とが協議して

定める。  

（仮契約）  

第７５条  この契約は仮契約であって、議会の議決を経て本契約として成立する。  

２  前項の本契約成立においては、この契約書をもって本契約書とする。  

３  発注者は、仮契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、仮契約を解除

することができる。  

(1) 堺市入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱に基づく入札参加停止等の

措置を受けた場合  

(2) 前号に掲げる場合のほか、提案募集要項の応募者の資格要件を満たさなくなった

場合  

４  発注者は、仮契約の相手方が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められ

るときは、仮契約を解除するものとする。  

５  前２項の規定により、仮契約を解除した場合においては、発注者は一切の損害賠償

の責を負わないものとする。  

  



 

別記 

個人情報取扱特記事項 

 

（基本的事項） 

第１ 受注者は、この契約による業務（以下「本件業務」という。）を行うに当たり、個人情報を取り扱

う際には、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下｢法｣という。）を遵守し、同

法第６６条第２項の個人情報取扱事務の受注者として、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利

利益を侵害することのないよう適正に取り扱わなければならない。 

（秘密の保持） 

第２ 受注者は、本件業務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他に知らせ、又は不当な目的に

使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

（罰則の教示等） 

第３ 受注者は、本件業務に従事している者に対し、在職中だけではなく退職後においても本件業務に

関して知り得た個人情報を正当な理由なく他に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、そ

の他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。 

２ 受注者は、前項の周知の際に、本件業務に従事している者又は従事していた者が、法第１７６条又は

第１８０条の違反行為をしたときは、法により拘禁刑又は罰金に処されること（法第１８３条により、

日本国外においてこれらの違反行為をした者についても適用されることを含む。）を教示しなければな

らない。 

３ 受注者は、本件業務に従事している者又は従事していた者が、法第１７８条、第１７９条又は第１８

２条の違反行為をしたときは、法第１８４条により、受注者に対しても、罰金刑が科されることを十分

認識し、本件業務を処理しなければならない。 

（収集の制限） 

第４ 受注者は、本件業務を処理するために個人情報を収集するときは、当該処理に必要な範囲内で、適

法かつ公正な手段により行わなければならない。 

（適正管理） 

第５ 受注者は、本件業務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失又は毀損の防止その他個人情報の適正

な管理のため、次の各号に掲げる措置のほか必要な措置を講じなければならない。 

(1) 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室で厳重に個人情報を保管すること。 

(2) 発注者が指定した場所へ持ち出す場合又は発注者が事前に承諾した場合を除き、個人情報を定めら

れた場所から持ち出さないこと。持ち出しの承諾を得た場合においても、パスワード、ICカード、生体

情報等（以下「パスワード等」という。）を使用して権限を識別する機能（以下「認証機能」という。）

を設定する等のアクセス制御のために必要な措置を講ずること。 

(3) 個人情報の漏えい、改ざん、滅失又は毀損その他の事故を防ぎ、真正性、見読性及び保存性の維持に

責任を負うこと。特に事故を防ぐため、複数の者による確認やチェックリストの活用等の必要な措置を

講ずること。 

(4) 個人情報の漏えい等の防止のため、個人情報の秘匿性等その内容に応じてスマートフォン、ＵＳＢメ

モリ等の記録機能を有する機器・媒体の情報システム端末等への接続の制限を行うこと。また、作業場



 

所に、私用電子計算機、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込ませない等の漏えいを防止する措置

を講ずること。 

(5) 個人情報を利用する作業を行う電子計算機に、個人情報の漏えいにつながると考えられるアプリケ

ーションをインストールしないこと。また、アプリケーションやソフトウェアに関する公開された脆弱

性の解消、把握された不正プログラムの感染防止等に必要な措置（導入したソフトウェアを常に最新の

状態に保つことを含む。）を講ずること。 

(6) 本件業務に着手する前に、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上その他本件業務の

適切な履行に必要な教育及び研修を、作業従事者全員に対して実施すること。 

(7) 受注者は、本件業務の個人情報を情報システムで取り扱う場合、個人情報の秘匿性等その内容に応じ

て、以下のとおり安全を確保しなければならない。 

ア （アクセス制御）パスワード等の管理に関する定めを整備（その定期又は随時の見直しを含む。）し、

ＩＤやパスワードを設定する等のアクセス制御のために必要な措置を講ずること。 

イ （アクセス記録）当該個人情報へのアクセス状況を記録し、その記録（以下「アクセス記録」という。）

を一定の期間保存し、及び必要に応じてアクセス記録を分析する等の措置を講ずること。 

ウ （アクセス記録）アクセス記録の改ざん、窃取又は不正な消去の防止のために必要な措置を講ずるこ

と。 

エ （アクセス状況の監視）当該個人情報への不適切なアクセスの監視のため、個人情報を含む又は含む

おそれがある一定量以上の情報が情報システムからダウンロードされた場合には、必要に応じて警告

表示がなされる機能の設定、当該設定の定期的確認等の措置を講ずること。 

オ （管理者権限の設定）情報システムの管理者権限の特権を不正に窃取された際の被害の最小化及び

内部からの不正操作等の防止のため、当該特権を必要最小限とする等の措置を講ずること。 

カ （外部からの不正アクセスの防止）個人情報を取り扱う情報システムへの外部からの不正アクセス

を防止するため、ファイアウォールの設定による経路制御等の必要な措置を講ずること。 

キ （情報システムにおける個人情報の処理）個人情報について、一時的に加工等の処理を行うため複製

等を行う場合には、その対象を必要最小限に限り、処理終了後は速やかに再利用できない状態まで消去

し、不正利用を防止するため必要な対策を講ずること。 

ク (暗号化) 情報の不正利用を防止するために必要な暗号化を講ずること。 

ケ (端末の限定)本件業務を処理する端末を限定するために必要な措置を講ずること。 

 コ (端末の盗難防止等)端末の盗難又は紛失の防止のため、端末の固定、執務室の施錠等の必要な措置

を講ずること。 

 サ (第三者の閲覧防止)端末の使用に当たっては、個人情報が第三者に閲覧されることがないよう、使

用状況に応じて情報システムからログオフを行うことを徹底する等の必要な措置を講ずること。 

 シ （入力情報の照合等）情報システムで取り扱う個人情報の重要度に応じて、入力原票と入力内容と

の照合、処理前後の当該個人情報の内容の確認、既存の個人情報との照合等を行うこと。 

 ス （バックアップ）個人情報の重要度に応じて、復元可能なバックアップを作成し、分散保管するた

めに必要な措置を講ずること。 

 セ (情報システム設計書等の管理)個人情報に係る情報システムの設計書、構成図等の文書について

外部に知られることがないよう、その保管、複製、廃棄等について必要な措置を講ずること。 



 

 ソ (入退管理)個人情報を取り扱う基幹的なサーバ等の機器を設置する室その他の区域（以下「情報シ

ステム室等」という。）に立ち入る権限を有する者を定めるとともに、用件の確認、入退の記録、部外

者についての識別化、部外者が立ち入る場合の従事者の立会い又は監視設備による監視、外部電磁的記

録媒体等の持込み、利用及び持ち出しの制限又は検査等の措置を講ずること。また、個人情報を記録す

る媒体を保管するための施設（以下「保管施設」という。）を設けている場合においても、必要がある

と認めるときは、同様の措置を講ずること。 

 タ (入退管理)情報システム室等について、必要があると認めるときは、出入口の特定化による入退の

管理の容易化、所在表示の制限等の措置を講ずること。 

 チ (入退管理)情報システム室等及び保管施設の入退の管理について、必要があると認めるときは、立

入りに係る認証機能を設定し、及びパスワード等の管理に関する定めを整備（その定期又は随時の見直

しを含む。）し、ＩＤやパスワードを設定する等の入退の管理に関する必要な措置を講ずること。 

 ツ (情報システム室等の管理)外部からの不正な侵入に備え、情報システム室等及び保管施設に施錠

装置、警報装置及び監視設備の設置等の措置を講ずること。 

 テ (情報システム室等の管理)災害等に備え、情報システム室等及び保管施設に耐震、防火、防煙、防

水等の必要な措置を講ずるとともに、サーバ等の機器の予備電源の確保、配線の損傷防止等の措置を講

ずること。 

（返還、廃棄等） 

第６ 受注者は、本件業務を処理するために発注者から提供され、又は自らが収集した個人情報につい

て、保有する必要がなくなった、又はこの契約が終了し、若しくは解除されたときは、発注者の指定し

た方法により、確実かつ速やかに返還若しくは引き渡し又は消去若しくは廃棄しなければならない。 

２ 受注者は、個人情報の消去又は廃棄に際して発注者から立会いを求められた場合は、これに応じな

ければならない。 

３ 受注者は、本件業務において利用する個人情報を廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁的記

録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならな

い。 

４ 受注者は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時及び消去又は廃棄の内

容を記録し、書面で発注者に報告しなければならない。 

（再委託の禁止） 

第７ 受注者は、本件業務を処理するための個人情報については、自ら取り扱うものとし、第三者（以下

「再委託先」という。）にその処理を委託してはならない。 

２ 前項の規定に関わらず、事前に再委託先の商号又は名称、再委託する業務の内容、再委託する理由、

その他発注者が必要とする事項を記載した書面をもって申請し、発注者が事前に承諾した場合に限り、

受注者は、本件業務の一部を再委託先に委託することができる。この場合において、受注者は、再委託

先に対し、受注者と同様の義務を負わせ、その遵守を監督しなければならない。 

３ 受注者は、前項の規定により、本件業務の一部を再委託したときは、その契約内容を速やかに書面で

発注者に報告しなければならない。 

４ 受注者は、再委託先の当該業務に関する行為及びその結果について、再委託先との契約の内容にか

かわらず、発注者に対して責任を負うものとする。 



 

（目的外の使用等の禁止） 

第８ 受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、本件業務に関して知り得た個人情報を、本件

業務を処理する以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。 

（複写及び複製の禁止） 

第９ 受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、本件業務を処理するために、発注者から提供

された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 

（定期報告及び緊急時報告） 

第１０ 受注者は、発注者から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告

しなければならない。 

２ 受注者は、個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならな

い。 

（監査又は検査） 

第１１ 発注者は、本件業務に係る個人情報の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措置が講

じられているかどうか検証及び確認するため、必要に応じて受注者及び再委託先に対して、監査又は検

査（実地検査含む。）を行うことができる。 

２ 発注者は、前項の目的を達するため、受注者に対して必要な情報を求め、又は本件業務の処理に関し

て必要な指示をすることができる。 

（事故発生時における報告） 

第１２ 受注者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあると認め

るときは、その旨を速やかに発注者に報告し、その指示に従わなければならない。この契約が終了し、

又は解除された後においても同様とする。 

２ 受注者は、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を速やかに講ずること。ただし、外部から

の不正アクセスや不正プログラムの感染が疑われる場合には、当該端末等からの通信を遮断するなど、

被害拡大防止のため直ちに行い得る措置については、直ちに行う（従事者に行わせることを含む。）も

のとする。 

３ 受注者は、前々項の規定による報告後も、事故の発生した経緯、被害状況等を継続して調査し報告し

なければならない。 

４ 発注者は、受注者から事故発生に関する報告があった場合、市民に対して適切な説明責任を果たす

ため、必要な範囲においてその内容を公表することができる。 

（損害賠償） 

第１３ 受注者は、この個人情報取扱特記事項に違反したことにより、発注者又は第三者に損害を与え

たときは、その損害を賠償しなければならない。 

（契約の解除） 

第１４ 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、この契約を解

除することができる。 

（協議） 

第１５ 受注者は、本業務の仕様書に定めのない方法で個人情報を取り扱う場合には、予め発注者と協

議を行うこと。  



 

別表 

履行場所 

№ 対象施設 所在地 

1 榎小学校 堺区榎元町2丁3番11号 

2 錦綾小学校 堺区錦綾町1丁6番19号 

3 錦小学校 堺区九間町東3丁1番17号 

4 堺高等学校 堺区向陵東町1丁10番1号 

5 浅香山中学校 堺区今池町5丁3番8号 

6 浅香山小学校 堺区今池町5丁4番43号 

7 三宝小学校 堺区三宝町5丁286番地 

8 英彰小学校 堺区寺地町西4丁1番1号 

9 少林寺小学校 堺区少林寺町東4丁1番1号 

10 月州中学校 堺区神南辺町1丁1番地 

11 錦西小学校 堺区神明町西2丁1番1号 

12 新湊小学校 堺区西湊町6丁6番1号 

13 神石小学校 堺区石津町2丁6番1号 

14 陵西中学校 堺区大仙西町2丁79番地 

15 大仙西小学校 堺区大仙西町4丁129番地 

16 旭中学校 堺区大仙中町11番1号 

17 百舌鳥支援学校旭分校 堺区大仙中町11番2号 

18 大仙小学校 堺区大仙中町16番1号 

19 大浜中学校 堺区大浜南町2丁4番1号 

20 安井小学校 堺区南安井町4丁1番5号 

21 三国丘幼稚園 堺区北三国ヶ丘町4丁1番12号 

22 三国丘小学校 堺区北三国ヶ丘町5丁1番1号 

23 宮園小学校・百舌鳥支援学校宮園分校 中区宮園町4番1号 

24 東百舌鳥中学校 中区新家町260番地 

25 東深井小学校 中区深井水池町3214番地 

26 深井中学校 中区深井沢町2470番地1 

27 深井小学校 中区深井中町1409番地 

28 深井中央中学校 中区深井北町220番地1 

29 深井西小学校 中区深井北町926番地 

30 深阪小学校 中区深阪5丁15番1号 

31 西陶器小学校 中区田園570番地 

32 土師小学校 中区土師町3丁35番1号 

33 東百舌鳥小学校 中区土塔町139番地 

34 泉ヶ丘東中学校 中区陶器北184番地 

35 八田荘小学校 中区八田寺町231番地 



 

 

履行場所 

№ 対象施設 所在地 

36 八田荘中学校 中区八田北町580番地11 

37 福田小学校 中区福田727番地 

38 平井中学校 中区平井346番地 

39 久世小学校 中区平井999番地 

40 八田荘西小学校 中区毛穴町268番地2 

41 八下西小学校 東区引野町1丁110番地 

42 登美丘中学校 東区高松408番地 

43 登美丘東小学校 東区丈六224番地 

44 登美丘南小学校 東区草尾596番地 

45 登美丘西小学校 東区大美野135番地 

46 野田中学校 東区南野田101番地1 

47 日置荘小学校 東区日置荘西町2丁46番1号 

48 日置荘西小学校 東区日置荘西町6丁9番1号 

49 日置荘中学校 東区日置荘北町3丁11番28号 

50 白鷺小学校 東区白鷺町2丁8番1号 

51 白鷺幼稚園 東区白鷺町2丁8番2号 

52 南八下中学校 東区菩提町2丁58番地 

53 南八下小学校 東区菩提町5丁228番地 

54 野田小学校 東区北野田897番地2 

55 家原寺小学校 西区家原寺町1丁7番1号 

56 福泉中学校 西区山田2丁55番地 

57 福泉上小学校 西区上127番地1 

58 上野芝中学校 西区上野芝向ヶ丘町5丁25番1号 

59 向丘小学校 西区上野芝向ヶ丘町6丁7番1号 

60 津久野中学校 西区神野町2丁16番1号 

61 上野芝小学校 西区神野町2丁25番1号 

62 福泉東小学校 西区草部946番地1 

63 津久野小学校 西区津久野町3丁14番11号 

64 津久野幼稚園 西区津久野町3丁7番17号 

65 福泉小学校 西区菱木2丁2186番地1 

66 浜寺昭和小学校 西区浜寺昭和町2丁282番地 

67 浜寺小学校 西区浜寺諏訪森町東2丁163番地 

68 浜寺石津小学校 西区浜寺石津町中2丁3番28号 

69 浜寺中学校 西区浜寺船尾町西5丁60番地 

70 浜寺東小学校 西区浜寺船尾町東1丁101番地 



 

 

履行場所 

№ 対象施設 所在地 

71 浜寺南中学校 西区浜寺南町1丁55番地 

72 鳳中学校 西区鳳西町1丁159番地1 

73 鳳小学校 西区鳳中町2丁22番地 

74 鳳南小学校 西区鳳南町1丁7番地 

75 平岡小学校 西区堀上緑町1丁6番1号 

76 美木多中学校 南区鴨谷台1丁47番1号 

77 美木多小学校 南区鴨谷台1丁48番1号 

78 宮山台中学校 南区宮山台1丁1番1号 

79 宮山台小学校 南区宮山台2丁2番1号 

80 原山台中学校 南区原山台4丁2番1号 

81 上神谷支援学校 南区御池台4丁24番1号 

82 御池台小学校 南区御池台2丁3番1号 

83 泉北高倉小学校 南区高倉台3丁5番1号 

84 三原台中学校 南区三原台1丁12番1号 

85 三原台小学校 南区三原台3丁2番1号 

86 若松台小学校 南区若松台1丁3番1号 

87 若松台中学校 南区若松台3丁34番1号 

88 城山台小学校 南区城山台1丁20番1号 

89 新檜尾台小学校 南区新檜尾台3丁7番1号 

90 はるみ小学校 南区晴美台3丁3番1号 

91 晴美台中学校 南区晴美台3丁8番1号 

92 赤坂台中学校 南区赤坂台2丁1番1号 

93 赤坂台小学校 南区赤坂台2丁2番1号 

94 竹城台東小学校 南区竹城台1丁10番1号 

95 竹城台小学校 南区竹城台3丁2番1号 

96 茶山台小学校 南区茶山台2丁5番1号 

97 庭代台中学校 南区庭代台2丁19番1号 

98 庭代台小学校 南区庭代台3丁12番1号 

99 桃山台小学校 南区桃山台2丁6番1号 

100 福泉南中学校 南区桃山台3丁7番1号 

101 福泉中央小学校 南区桃山台4丁17番1号 

102 上神谷小学校 南区片蔵1425番地 

103 槇塚台小学校 南区槇塚台3丁39番1号 

104 金岡南小学校 北区金岡町1182番地1 

105 金岡小学校 北区金岡町1254番地 



 

 

履行場所 

№ 対象施設 所在地 

106 金岡南中学校 北区金岡町2469番地 

107 新金岡小学校 北区新金岡町1丁4番1号 

108 金岡北中学校 北区新金岡町1丁5番1号 

109 光竜寺小学校 北区新金岡町3丁7番1号 

110 新金岡東小学校 北区新金岡町4丁1番9号 

111 大泉学園（大泉小学校・大泉中学校） 北区新金岡町4丁9番1号 

112 五箇荘中学校 北区新堀町1丁85番地2 

113 五箇荘小学校 北区新堀町2丁58番地 

114 東浅香山小学校 北区大豆塚町1丁60番地 

115 北八下小学校 北区中村町250番地 

116 八下中学校 北区中村町977番地20 

117 中百舌鳥小学校 北区中百舌鳥町6丁1033番地2 

118 中百舌鳥中学校 北区中百舌鳥町6丁1034番地11 

119 長尾中学校 北区長曾根町1179番地5 

120 東三国丘小学校 北区東三国ヶ丘町2丁2番1号 

121 新浅香山小学校 北区東浅香山町3丁31番地4 

122 百舌鳥支援学校 北区百舌鳥西之町1丁124番地 

123 陵南中学校 北区百舌鳥西之町1丁75番地 

124 西百舌鳥小学校 北区百舌鳥西之町1丁82番地 

125 百舌鳥小学校 北区百舌鳥梅町2丁498番地 

126 五箇荘東小学校 北区北花田町2丁203番地 

127 さつき野小学校 美原区さつき野東1丁目6番地1 

128 さつき野中学校 美原区さつき野東1丁目6番地1 

129 黒山小学校 美原区阿弥93番地 

130 美原中学校 美原区小平尾390番地 

131 みはら大地幼稚園 美原区菅生587番地 

132 美原西小学校 美原区太井548番地 

133 美原西中学校 美原区大饗102番地2 

134 八上小学校 美原区大饗117番地1 

135 美原北小学校 美原区大保19番地 

136 平尾小学校 美原区平尾360番地 

 


